
高静小学校 新型コロナウイルス感染防止の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子供と教職員の安全・安心を確保しつつ、学校教育活動を行うために 

 

１ 学校内において新型コロナウイルス感染者を一人も出さない 

２ すべての子供、教職員が安心して学校生活をおくることができる 

３ 教職員の創意工夫により、すべての子供に学習指導要領内容の学びを保障する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ 授業について 

１ マスク着用で学校生活をおくる。 

２ 教室前後のドアを開けっ放し 

３ １時間に５分の換気（トイレ休憩時） 

４ 机の間隔をできるだけ確保、全員黒板向き 

５ グループ学習はその場で体の向きを変える程度 

６ コロナの感染経路・予防方法・心の指導(いじめ等) 

７ 体育は、身体接触が密になる活動を当面行わな

い（道具を使用する学習時は手洗いを行う・水

泳学習は中止します） 

８ 音楽は３密を防ぎ、マスク着用で歌唱を行う 

９ 家庭科の調理実習は、当面行わない 

 

取組２ 休み時間について 

１ ボールを使った運動は屋外のみ可 

２ 鬼ごっこは可 

３ 体育館・プレイルームは、換気を十分行い、割

り当ての学年のみ使用可 

４ 図書室は、席の間隔をあけ、割り当ての学年の

み使用可(入室前に手洗い・うがい) 換気 

５ 身体接触が密接になる遊びは不可 

６ トランプ等のカードゲームは可（３密を配慮） 

   

 

 

取組３ 消毒・健康観察について 

１ 登校後・運動や掃除後・給食前・共有の物を触

った後は必ず手洗い（３０秒） 

２ 給食当番は消毒 

３ 毎朝のきめ細かな健康観察 

取組４ 給食について 

１ 給食は全員前向きで会話は不可 

２ 給食当番はマスク・バンダナ・エプロン着用 

３ 食後の読書は可（学級や自分の本） 

 

判断基準（新ひだか町教育委員会） 
３つの「密」がすべて重なる活動は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

密閉むんむん 

密接がやがや 

密集ぎゅうぎゅう 
取組５ 行事について 

１ 遠足は７月末実施予定 

２ 運動会と学芸会は感染リスクを考慮し従来のやり

方は中止。その代わりになる参観日を２学期実施

に向け検討中（体育参観日や音楽参観日） 

３ 修学旅行は１０月２９、３０日に延期予定 

４ 宿泊学習は９月３、４日に延期予定 

５ ７，１１，２月に分散参観日を実施予定 

６ その他の行事は実施予定日の一か月前に判断を基

本とする 

 

取組６ その他について 

１ 安全管理徹底のため、登校時間は８：００～８：

１５（８：００玄関開錠） 

２ 職員朝打ち合わせをやめて、朝の消毒指導、健康

観察、心のケア等の児童観察 

３ 児童下校後の除菌作業 

○朝の体温測定、「健康観察シート」を使った健康チェックをお願いします。 

○発熱等の風邪の症状がみられるときは、欠席させてください。【出席停止】 

○基礎疾患等があり、登校すべきでないと判断した場合は「校長が出席しなくてもよいと認めた日」扱いです。 

○飛沫感染を防ぐため、マスク、エプロン、バンダナの用意をお願いいたします。 

○登校時間を守るようお願いします。（８：００～８：１５  玄関開錠８：００） 

Ｒ２．４．８ 

Ｒ２．６．１改 

取組７ 授業日数・標準授業時数の確保 
※標準授業時数・・・国が定めた各教科の授業時数の標準 

１ 夏・冬休み合わせて「２０日間短縮」することによ

り、授業時数を６４時間確保します。 

２ 運動会と学芸会の中止（代替参観日実施）による練

習時間を、各教科の授業時数に振り替えることで授

業時数を３６時間確保します。 

３ その他、集会や行事等の見直しにより１２時間の時

数を教科指導に振り替えます。 

◎ これらの取組により、休校で失われた授業時間を

全て取り戻せます。本校では、全学年で

「標準授業時数」を確保した上で、さら

に予備の授業時数を４０時間以上確保できます。 

※感染状況変化により取組が

変更になることもあります。 

新しい生活様式 

「３密なし」「マスク」「手洗い」 

 

保護者の皆様への協力お願い 


